
 

議 案 第 １ ９ 号  

 

 

 

富士見市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

富士見市都市公園条例（平成２５年条例第１０号）の一部を改正する条例を別紙の

とおり制定する。 

 

 

 

平成３０年２月２０日提出 

 

 

 

富士見市長 星 野 光 弘 

 

 

 

提 案 理 由 

都市公園法施行令の一部改正に伴い、富士見市都市公園条例の一部を改正したいの

で、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出します。 

 

  



 

富 士 見 市 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

富士見市都市公園条例（平成２５年条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「１０平方メートル」の次に「（市の区域内に都市緑地法（昭和４８年法

律第７２号）第５５条第１項若しくは第２項の規定による市民緑地契約又は同法第 

６３条に規定する認定計画に係る市民緑地（以下この条において単に「市民緑地」と

いう。）が存するときは、１０平方メートルから当該市民緑地の住民１人当たりの敷

地面積を控除して得た面積）」を、「５平方メートル」の次に「（当該市街地に市民

緑地が存するときは、５平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民１人当た

りの敷地面積を控除して得た面積）」を加える。 

第４条の見出し中「都市公園施設」を「公園施設」に改める。 

第５条の見出し中「都市公園施設」を「公園施設」に改め、同条第１項第１号中

「昭和３１年政令第２９０号」の次に「。次条において「政令」という。」を加え、

同条の次に次の１条を加える。 

（公園施設に関する制限） 

第５条の２ 政令第８条第１項に規定する条例で定める割合は、１００分の５０（第

１０条第１項に規定する有料の公園施設のうち政令第５条第４項に規定する運動施

設を有する公園にあっては１００分の７０）とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


